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理事及び監事の報酬等の支給基準に関する規程 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人米穀安定供給確保支援機構（以下「本機構」という。）の定

款第33条の規定に基づき、理事長、常勤の理事及び常勤の監事（以下「理事等」という。）の

報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（報酬） 

第２条 理事長及び常勤の理事の報酬は年額とし、総会において定める総額の範囲内で、次の各

号に定める額を上限とし、理事長が理事会の承認を得て、決めるものとする。 

⑴ 理事長    4,000,000 円 

⑵ 専務理事  13,000,000 円 

⑶ 常務理事  11,500,000 円 

２ 常勤の監事の報酬は年額とし、総会において定める総額の範囲内で、10,500,000 円を上限

とし、監事の協議により決めるものとする。 

３ 支給日は、毎月19日とし、報酬年額の12分の 1 を理事等が指定する金融機関に振込送金する。

ただし、その日が本機構及び金融機関の休業日に当たるときは、その前日とする。 

４ 任期の途中で新たに理事等に就任したとき又は退任若しくは死亡のときは、次のとおりとす

る。 

⑴ 就任のときは、報酬年額の残余月数分を支給するものとし、月の初日以外に就任した場合

においてもその日の属する月分の全額を支給する。ただし、前職において当該月分が支給さ

れている場合は支給しない。 

⑵ 退任のときは、理事等の退任の日を含む月分までを支給する。 

⑶ 死亡のときは、前号のときと同様にする。 

（通勤費） 

第３条 理事長を除く理事等が、通勤のため交通機関を利用する場合の通勤費は、第２条第１項

に定める報酬額とは別に、その通勤の実態に応じてその実費を支給するか、その費用を負担す

る。 

（退職金） 

第４条 理事等が退任し、又は死亡した場合には、退職金を支給する。ただし、理事等が定款の

規定により解任されたときは、支給しない。 

２ 理事等が任期満了時に、引き続き、理事等に選任されたときは退職金の支給については、引

き続き在任したものとみなす。 

３ 理事長及び常勤の理事の退職金額は、総会において定める総額の範囲内で、次の方法により
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その者の役職別在任期間ごとに算定して得た額とする。 

⑴ 理事長  報酬年額×100分の14.6×在任年数 

⑵ 専務理事 報酬年額×100分の13.0×在任年数 

⑶ 常務理事 報酬年額×100分の11.4×在任年数 

４ 常勤の監事の退職金額は、総会において定める総額の範囲内で、次の方法により得た額とす

る。 

常勤監事 報酬年額×100分の9.7×在任年数 

５ 理事等の在任期間は、就任した日から退任又は死亡した日までとし、在任期間の計算におい

て１か月以上１年未満の端数が生じたときは、月数（１か月に満たない月は切り上げる。）を

12で除した数をもって計算するものとする。 

６ 退職金は、理事等が退任したときはその者に、死亡したときはその遺族に支給するものとす

る。 

７ 退職金は、法令に基づきその者の退職金から控除すべき金額を控除し、その残額を支給する

ものとする。 

８ 退職金は、特別の事由がある場合を除き、受給の事由が発生した日から２か月以内に支給す

る。 

附 則 

この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。 

附 則（平成27年６月11日改正） 

この規程は、平成27年６月12日から施行する。 


